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株主優待制度変更のお知らせ 

 

当社は、平成 24 年 1 月 16 日開催の取締役会において、株主優待制度の変更について下記の通り決定

いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更理由 

当社の株主優待制度は、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、当社の事業内容をご

理解していただくことを目的としたゼビオグループ各店舗でご利用いただける株主特別優待割引券

による株主優待制度を実施しております。 

 今般、当社を取り巻く経営環境の変化や今後の当社の事業展開などを総合的に勘案し、今まで以

上に株主の皆様にご支援、ご理解を賜りたく次のとおり、株主優待制度の内容を変更させていただ

くことといたしました。 

２．変更内容 

ご所有株式数 変更前 変更後 

100 株以上 

1,000 株未満 
お買物額の 10%割引券 5 枚 

お買物額の 20%割引券 1 枚 

お買物額の 10%割引券 4 枚 

1,000 株以上 お買物額の 10%割引券 10 枚 
お買物額の 20%割引券 2 枚 

お買物額の 10%割引券 8 枚 

贈呈時期及び 

有効期限 

① 3 月 31 日現在の株主様 

6 月下旬に送付し、有効期限は 

その年の 12 月末日まで。 

② 9 月 30 日現在の株主様 

12 月中旬に送付し、有効期限は 

翌年の 6 月末日まで。 

変更なし 

３．変更の時期 

 平成 24 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記録された株主様から適用し、当該株主優待券の送付時期

は平成 24 年 6 月下旬を予定しております。 

以上 


